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仕様書 

 

１ 件名 

令和５年度千葉市特定健康診査受診勧奨業務委託 

 

２ 業務概要 

（１） 目的 

千葉市国民健康保険では、被保険者の健康の保持・増進及び長期的な医療費の抑制の

ため、「千葉市国民健康保険データヘルス計画」（以下「データヘルス計画」という。）を

策定し保健事業を実施しており、その中でも特定健康診査受診率の向上は重要な課題とし

て位置づけられている。 

当委託は、受託者が持つ受診勧奨のノウハウを活用し、効果的かつ効率的な受診勧奨

を実施することにより、「データヘルス計画」の評価指標である「長期未受診者の割合」、

「40～64 歳の受診率」及び「継続受診率」を改善させること、並びに、特定健康診査受

診率を向上させることを目的として実施するものである。 

 

（２） 勧奨対象者 

上記目的に照らし、受託者が令和５年度千葉市特定健康診査の対象者（受診券発行者）

から抽出する。なお、抽出方法は事前に千葉市の了解を得ること。 

 

（３） 勧奨方法 

最も効果的で効率的であると受託者が考える方法とする。 

なお、「データヘルス計画」においては文書等による受診勧奨を行うとしているが、よ

り効率的・効果的な実施が期待できる方法があれば、千葉市の了解を得たうえで、い

ずれか一方、または別の方法で実施することもできることとする。 

詳細は、下記「４ 業務内容（２）勧奨事業の実施」で示すとおりとする。 

 

３ 契約履行期間 

  契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１） 事業計画の作成 

契約締結後速やかに事業計画を作成し、千葉市の了解を得ること。 

計画は企画提案した内容に基づくものとし、受診勧奨の実施時期、千葉市からのデー

タ提供希望内容及び時期など詳細なスケジュールを記載すること。 
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（２） 勧奨事業の実施 

勧奨方法及び対象者の抽出方法を千葉市に提示し、千葉市の了解を得る。その後、千

葉市が抽出した対象者データを受領し、受診勧奨を実施する。なお、千葉市から除外対

象者が示された場合は、その者は対象から除外すること。 

 

ア 勧奨実施方法について 

（ア）文書による勧奨を実施する場合 

a 発送時期・件数等の決定にあたっては、あらかじめ千葉市と協議すること。 

b 対象者の属性等に応じ内容を変えるなど、効果的な通知内容とすること。 

c 通知物の印刷、封入・封緘業務は受託者が実施する。送付先の郵便番号、宛先、

宛名は、千葉市が提供する情報をもとに受託者が印刷する。 

d 属性等による対象者の区分方法及び各区分への通知内容について、事前に千葉市

の了解を得ること。また、作成前に校正の確認を行い、千葉市の要望による修正

を実施するが、その回数は最大３回とする。 

e 各区分の対象者リストを作成し、千葉市に提出すること。 

f 対象者には入院中の者や定期的に通院し特定健診と同等の検査を受けている者

も多いため、そういった者が不快に感じることの無い通知内容とすること。 

g 通知の送付については、送付先の誤り等が無いよう個人情報保護について適切な

処置がされた方法のうち、最小限の費用で実施できる方法を選定すること。 

h 封書による場合、封筒の作製費用も本委託の契約金額に含むものとし、上記 d記

載の通知内容と同様、校正の確認を行うものとする。 

i 送付に係る経費についても、本委託の契約金額に含むものとする。 

 

（イ）電話による勧奨を実施する場合 

a  業務フロー・応対スクリプト・市への連絡方法・応対結果区分等を記載したマニ 

ュアルを作成し、事前に千葉市の了解を得ること。 

b  発信番号は当該業務専用の番号とし、着信時に表示されるように設定すること。 

c  発信番号は「０１２０」から始まる番号または「０４３」から始まる番号とする 

こと。 

d  架電業務の実施場所については、受託者において用意すること。 

e  架電した対象者からの折り返しの連絡先は、原則受託者とすること。 

f  架電実施時間帯、実施曜日等は、企画提案内容に基づき千葉市と受託者で協議の  

上決定する。平日夜間、土日等の架電も可とするが、対象者の負担にならないよ 

う配慮すること。 

g  発信番号は市のホームページに掲載し公表する。また、受診勧奨通知にも発信番 

号を掲載するなど、対象者が不信感を抱かないよう配慮すること。 
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h  業務完了後、各対象者の勧奨結果を提出すること。また、契約期間中に勧奨結果 

の統計（男女別、年代別の通話状況・受診希望者数・未受診理由等）の報告書を作 

成すること。 

 

（ウ）その他の方法による勧奨を実施する場合 

文書または電話以外の方法で勧奨を実施する場合は、事前に勧奨方法等の詳細に

ついて説明資料を作成・提示の上、千葉市の了解を得ること。 

 

（３）業務実施報告書の作成 

  勧奨業務完了後、契約期間内に勧奨結果の分析及び効果検証を行い、報告書を作成の

うえ、千葉市に報告すること。その際、次年度の健診業務・勧奨業務についての提言も

行うこと。 

なお、報告書の作成にあたって必要な受診者等のデータについては、別途千葉市から

提供する。 

 

５ 千葉市から提供可能なデータ 

千葉市から提供可能なデータは別表のとおりとする。 

なお、別表に定めるもの以外で希望するデータがある場合は、別途千葉市と協議し、

提供の可否を決定する。 

 

６ 委託料の算定 

原則として、委託料の内訳のうち、管理費や帳票の作成費用等、契約締結時に数量が

確定しているものは総価契約とし、通知の送付費用や電話勧奨費用等、契約締結時に数

量が未確定のものは単価契約として算定することとし、詳細は別途千葉市と協議し決定

する。 

 

７ 支払方法及び時期 

ア 業務完了後に支払うものとし、支払回数については別途千葉市と協議し決定する。 

イ 委託料の請求にあたっては、完了した業務の内訳が分かる明細書を添付すること。 

 

８ その他 

（１） 従事者 

本業務に従事する者は、特定健康診査の制度や千葉市の実施方法、千葉市データヘルス

計画を十分に理解したものでなければならない。 

 

（２） 費用の負担 
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データの受け渡し、データの加工等に必要な機器等の準備、運搬等にかかる費用につい

ては全て受託者の負担とする。 

 

（３） 実施状況等の照会 

千葉市が本業務の実施状況等を照会し、調査又は報告を求めた場合は、速やかに対応

すること。 

 

（４） 議事録の作成 

本業務に係る案件について、千葉市と協議や打合せを実施した際は、速やかに議事録

を作成し、千葉市へ提出すること。 

 

（５） 本仕様書に定めた事項の変更 

本仕様書に定めた事項について、合理的な理由があると認められる場合は、千葉市と

協議のうえ変更できるものとする。 

 

（６） 本仕様書に定めのない事項 

本仕様書に定めのない事項については、別途千葉市と協議し決定する。 

 

 

 

別表（千葉市から提供可能なデータ） 

ＮＯ 名称 内容 

1 令和５年度勧奨用対象

者データ 

受診券整理番号、氏名、年齢、住所、電話番号、被保険

者番号、性別、宛名番号等 

 

2 特定健診データ管理シ

ステム関係データ 

国保連「特定健診データ管理システム」で出力可能なフ

ァイル。 

3 KDB関連データ 「国保データベースシステム（KDB）」で出力可能なフ

ァイル。（レセプト関連等） 

4 国保資格喪失者データ 

（勧奨対象除外用） 

被保険者番号、宛名番号等 

※提供データのファイル形式は、xlsx形式ないし csv形式を基本とする。 


